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復興の  未来と生命  照らす水
いのち

URL平成25年度　全国水道週間スローガン

わたしが水道部のキャラクター
「まってぃ～」です。松戸市
の「Ｍ」の文字と「ハート」
を組み合わせてデザインされ
ています。「ハート」は尊い
水に対する愛情をイメージし
ています。

Ｑ 災害で断水したときどうしたらよいのか教えてください。

　Ａ

Ｑ 市営水道の料金が県営水道と比べて安いのか高いのか
　　わかりません。

　Ａ

　平成24年11月に給水区域のお客様の中から3,000世帯を無作為に抽出してアンケート
調査を行いました。その中の主な質問についてお答えします。
　平成24年11月に給水区域のお客様の中から3,000世帯を無作為に抽出してアンケート

　夏休み期間中の給水区域の小学生を対象に、「安全で安心な水道水」についての理解を深めてもらうため、次のとおり作品を募集してい
ます。また、今年度は松戸市制施行70周年を記念して松戸市長賞を設けています。奮ってご応募ください。

①　テ ー マ　　　水・水道水
②　応募資格　　　松戸市営水道給水区域の小学生
③　応募方法　　　大きさはA３判画用紙サイズ（標語等の文字を入れてください。）
　　　　　　　　　作品裏面に応募用紙を貼り付けて提出してください。（応募用紙は水道部ホームページからダウンロードできます。）
　　　　　　　　　※応募作品は返却しませんので、ご了承ください。
④　表　　彰　　　松戸市長賞　　　　　　　　　　　（１点）：賞状・副賞（図書カード）
　　　　　　　　　松戸市水道事業運営審議会会長賞　（１点）：賞状・副賞（図書カード）
　　　　　　　　　松戸市水道事業管理者賞　　　　　（１点）：賞状・副賞（図書カード）
　　　　　　　　　優　秀　賞　　　　　　　　　　　（５点）：賞状・副賞（図書カード）
⑤　応募締め切り　平成25年９月20日（金）まで
⑥　応募先　　　　直接または郵送で、
　　　　　　　　　〒270-0027松戸市二ツ木42番地の２ 松戸市水道部 水のPR委員会へ
⑦　発　　表　　　平成25年11月下旬
⑧　個人情報の取り扱い
　　　　　　　　　 個人情報は、本募集運営のみに使用します。ただし、入選作品については、

松戸市水道部ホームページ等で学校名・学年および氏名を公表します。

松戸市は、昭和18年4月1日、松戸町・高木村・馬橋村が合併し千葉県下7番目の市として誕生してから4月1日で70周年を迎えました松戸市は、昭和18年4月1日、松戸町・高木村・馬橋村が合併し千葉県下7番目の市として誕生してから4月1日で70周年を迎えました松戸市は、昭和18年4月1日、松戸町・高木村・馬橋村が合併し千葉県下7番目の市として誕生してから4月1日で70周年を迎えました松戸市は、昭和18年4月1日、松戸町・高木村・馬橋村が合併し千葉県下7番目の市として誕生してから4月1日で70周年を迎えました

災害時に断水したときは、右記の災害時給水場所で水道水を配りますの
で、各自容器をお持ちください。水道部では、日常より3日分程度（1人
1日3ℓ）の水の備蓄をお勧めしています。

市営水道の料金は、口径13mm（水道メーター）では県営水道とほぼ等
しい料金です。口径20mm以上では市営水道の方が安いと言えます。な
お、一般の家庭では、口径20mmが最も多く使われています。
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　水道部では、お客様の使用水量を適正に計量するため、法律で定める有効期限８年を迎える水道メ
ーターを交換しています。対象メーターをご使用のお客様に対し、
事前にお知らせ文を投函しますのでご協力お願いします。
　交換は水道部の指定業者が行い、作業は10分ほどで終了します。
立ち会う必要はありません。
　なお、ご不在の際にも、敷地内に入らせていただくことになり
ますので、あらかじめご了承願います。

・交換作業は、平日の日中とさせていただきます。
・作業員は水道部貸与の腕章および身分証明書を携帯します。
・メーター交換にかかる費用は、一切いただきません。

　今年もおいしい水の試飲会を予定しています。昨年
は8月の1ヵ月間で約850人もの皆さんが試飲に訪れ、
「おいしい水」を実感していただきました。また、今後
も地域でのイベントに参加し、「おいしい水」の普及に
努めてまいります。
□試飲会
　場所：水道部小金庁舎・常盤平営業所
　期間：7月22日（月）～9月20日（金）
　　　　（土・日・祝日を除く。）
　　　　9時～16時30分
　※水のお持ち帰りはできません。

水道メーター（量水器）交換のお知らせ

　水道の水質
　松戸市水道部では、お客様の健康と安全を守るため、
区域内4ヵ所の給水栓で水質基準50項目等を定期的に検
査しています。その他にも放射性物質検査などを行い、
水質に万全の体制をとっています。
　また、浄水場では水質監視装置を用いて24時間体制
で常時監視を行っています。
　平成24年度も水質基準項目、放射性物質のいずれも
水質基準等を満たしていました。
　右に検査の一部を掲載します。検査項目の詳細は松戸
市水道部ホームページ、または松戸市行政資料センター、
図書館に所蔵されている松戸市水道事業概要（毎年度発
行）をご覧ください。

水質基準項目
項　目　名 基　準　値 新松戸1-327給水栓 常盤平1-23給水栓

一般細菌 100個/mℓ以下 0個/mℓ 0個/mℓ
・一般細菌数が100個/mℓ以下の状態ではコレラ患者の発生がないという経験則に基づいたもの。
大腸菌 検出されないこと 陰性（不検出） 陰性（不検出）
・大腸菌は人や温血動物の腸管内に常在し、糞便汚染の指標として信頼できる。
カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/ℓ以下 74mg/ℓ 75mg/ℓ
・硬度が高いと石鹸等の泡立ちが悪くなるため規制されている。
ホルムアルデヒド 0.08mg/ℓ以下 0.008mg/ℓ未満 0.008mg/ℓ未満
・アレルギー皮膚炎を誘発する恐れがあるため規制されている。
放射性物質

項　目　名 目　標　値 小金浄水場 常盤平浄水場
放射性セシウム
（セシウム134および137の合計）

10Bq/kg以下 不検出 不検出

・1秒間に放射線を1回計測すると1ベクレル。放射線により細胞が障害を受け、発がん性等が指摘される。

　近年、全国的に人口減少やライフスタイルの変化、節水意識の高揚などにより、
水道事業を取り巻く社会状況は大きく変化してきています。つまり水需要が減り続
けているのです。 
　しかし、水道事業にはライフラインとして、将来にわたり、利用者に安全で安心
な水を安定的に供給する責任があります。そのために、様々な経費の節減を図って
きましたが電気料金の値上げなどにより維持管理費等が不足しています。 
　現在、皆さんの代表者である水道事業運営審議会において水道料金について慎重
に審議をしていただいています。

　水道事業は、法律で「地方
公営企業」と位置づけられて
います。事業運営に必要な経
費は原則として、お客様から
いただく水道料金など、事業
運営によって得られる収入で
賄う「独立採算の原則」に基
づき運営されています。 

“おいしい水”の試飲会

水道部貸与の腕章

身 分 証 明 書
所 在 地　松戸市二ツ木４２－２
会 社 名　松戸市水道部
氏　　名　まってぃ～
生年月日　平成２３年１１月１７日

印
上記の者は松戸市水道部発注の量水器交換作業に従事する者であ
る事を証明する。
　　　　　　　　　　松 戸 市 水 道 事 業 管 理 者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ ○ ○ ○
発行年月日　　　平成○○年○月○日
有効期限　　自　平成○○年○月○日
　　　　　　至　平成○○年○月○日


